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障害福祉課 

 

平成 30 年度施行予定の高額障害福祉サービス等給付費の支給対象の拡大に係      

る事務手続等について（事前連絡） 

 

日頃より、障害保健福祉行政の適正な運営にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

平成 28 年５月 25 日に可決成立し、同年６月３日付けで公布された「障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」（平成

28 年法律第 65号。以下「改正法」という。）については、平成 30 年４月１日から施行する

こととされております。 

当該改正法の内容の一部である高額障害福祉サービス等給付費の支給対象の拡大（改正

法第 76 条の２第１項関係）に係る事務手続については、現在のところ、別紙のような運用

を想定しているところです。市町村（特別区を含む。）及び都道府県（以下「市町村等」と

いう。）におかれましては、別紙の内容を参考に、来年度からの運用等を検討いただきます

ようお願いいたします。なお、別紙の内容は、今後予定している改正法に係る整備政省令

の公布（平成 29 年 12 月以降となる予定）と合わせ、正式に発出いたします。 

また、各市町村等においてシステム改修等を行うに当たっては、下記の内容にご留意い

ただき、必要な対応を検討いただくようお願いいたします。 

各都道府県におかれましては、この旨を管内市町村に周知いただくようお願いいたしま

す。 

記 

 

１．新高額障害福祉サービス等給付費の算定について 

支給対象の拡大により支給される高額障害福祉サービス等給付費（以下「新高額障害

福祉サービス等給付費」という。）は、65 歳到達前に一定期間にわたって障害福祉サービ

スを利用していた障害者が介護保険に移行した際の介護保険サービスに係る利用者負担

を軽減するものであること。 

  当該給付費の算定には、各市町村の障害福祉主管課（部）において、対象者に係る以



下の内容等に関する情報の把握が必要になること。 

 ・ 65 歳到達前の障害福祉サービスの利用情報（利用サービス実績・障害支援（程度）

区分・所得区分等） 

・ 65 歳到達前及び申請時の介護保険サービスの利用情報（利用サービス実績・利用サ

ービス毎の利用者負担額等） 

・ 申請時の地方税関係情報、生活保護受給情報 

 

２．生活保護制度における介護扶助との併給調整について 

新高額障害福祉サービス等給付費の対象者が生活保護受給者である場合、生活保護制

度における介護扶助との適用関係については、当該給付費の支給が優先されることから、

介護扶助の支給が先行して行われた場合は、両者の併給調整が必要になること。 

 

３．高額医療合算介護サービス費及び高額介護（予防）サービス費【年額】との併給調整について 

高額障害福祉サービス等給付費（新高額障害福祉サービス等給付費を含む。）並びに高

額障害児通所給付費及び高額障害児入所給付費（以下「高額障害福祉サービス等給付費

等」という。）の支給に当たっては、法令上、介護保険者より支給される高額医療合算介

護サービス費及び平成 29年８月１日に新たに設定された自己負担の年間上限を超えるこ

とにより支給される高額介護（予防）サービス費（以下「高額介護（予防）サービス費

【年額】」という。）が優先されることになり、両方の給付費が支給される場合には、両

者の併給調整が必要となる。そのため、市町村等において高額障害福祉サービス等給付

費等を算定するに当たっては、介護保険者等より、高額医療合算介護サービス費及び高

額介護（予防）サービス費【年額】に係る情報（支給金額・サービス毎の支給額等）の

提供を受け、処理する必要があること。 

 

４．改正法に係るその他の政令・省令事項について 

  今後公布を予定している改正法に係る整備政省令においては、高額障害福祉サービス

等給付費の支給対象の拡大に加えて、就労定着支援等の新サービス等に係る内容につい

て、以下ＵＲＬの内容を規定予定であること。なお、新サービス等に係る運営基準等に

ついては、平成 29年 12 月頃からパブリックコメントを行った上で、平成 30 年１月頃に

公布予定であること。 

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一

部を改正する法律の施行に伴う検討事項について（社会保障審議会障害者部会（第 85

回）資料） 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjik

anshitsu_Shakaihoshoutantou/0000168829.pdf 

 ・ 補装具費支給制度における借受けの導入について（社会保障審議会障害者部会（第

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000168829.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000168829.pdf


86 回）資料）（※補装具借受けの詳細に関しては、別途省令改正や運用ガイドラインの

作成を行う予定。） 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjik

anshitsu_Shakaihoshoutantou/0000177872.pdf 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000177872.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000177872.pdf

